
ヒアリング（意見交換）のための事前提出資料 

 

収用委員会 
  

１ ひと月あたりの平均活動日数及び主な活動内容（H22年度） 

 
  ※あわせて、H20年度から 3年間の委員会議の開催実績についてご記入ください。  

期間 開催回数 備   考 

H20年度 24回  

H21年度 23回  

H22年度 24回  

 

２ 活動日数以外での委員の業務量について客観的なデータがありましたら、ご記入ください。 

  （例.不服申立ての審査件数、許認可や行政処分の件数など）【H20～22年度実績】 

◎処理件数の推移 

 

 

H20年度 H21年度 H22年度 

権利取 

得裁決 

明 渡 

裁 決 

権利取 

得裁決 

明 渡 

裁 決 

権利取 

得裁決 

明 渡 

裁 決 

前年度からの繰越件数 16 12 10 6 12 9 

当 年 度 申 請 件 数 8 9 9 8 7 8 

当 年 度 処 理 件 数 14 15 7 5   7 7 

次 年 度 繰 越 件 数 10 6 12 9 12 10 

◎平均処理日数の推移    

 H20年度 H21年度 H22年度 

権利取得裁決 391日 364日 406日 

明 渡 裁 決 305日 262日 345日 

※平均処理日数の長期化は、争点の複雑化した案件が増加していること及び、代理人に弁護士を選任する

事案が増加し審理がより専門技術化していることによる。 

項　　目 項　　目
会長
[１名]

委員
[６名]

計
[７名]

委員会議等 収用委員会 23 137 160

17 1 18
7 9 16

①審理 2 8 10
②現地調査（鑑定含む） 1 9 10
③打ち合わせ（鑑定調査） 0 9 9
④打ち合わせ（審理） 1 10 11
⑤打ち合わせ（現地調査） 0 1 1
⑥審理内容の検討 0 8 8
⑦裁決書案の確認 4 24 28
⑧打ち合わせ（裁決書案） 4 3 7

その他 6 134 140

42 216 258

65 353 418

5.4 4.9 5.0

審理記録書の確認
協議の確認案の確認
調査研究等
和解調書案の確認

小　　　　計

合　　　　計

委員一人あたり月平均日数

その他活動

打ち合わせ
事務局での打ち合わせ
訪問しての打ち合わせ

詳　　　細

資料番号 １-２ 



３ 委員であることによる日常生活への影響について 

  （例．間接的ではあるが、具体的な影響など） 

<日常生活（本来業務）に対する影響について> 

○ 案件が集中する場合や至急に検討を要する場合などは、優先的に処理することがある

ため、本来業務を後回しにすることが多い。 

○ 委員会及びこれに係る議題の事前検討のために一定程度の時間をあてている他、現在

裁決を担当している事件が 2件あり、いずれも法律上の問題点が多い。このため、審理

の時間以上に、事務局との打合わせや争点の整理、研究、調査に時間を要している。 

   つまり、委員会の会議に関する事項以外に、重要な訴訟事件を 2件抱えているのと同

様の状態であり、弁護士業務の執務時間の相当部分を割いている。 

○ 特定の曜日を委員会の会議日として確保しなければならず、授業の時間割や所属大学

の会議等に影響が生じている。また、委員会への出席のみならず、事務局との打ち合わ

せ及び案件その他土地収用制度等の調査のために相当の時間を必要とし、本来の研究教

育のための時間の確保に大きな影響が生じている。 

○ 委員会の日程が原則として固定されているため、会議等や海外出張等について、日程

調整の困難な場合が発生する。 

○ 指名委員として担当が決まると、毎週のように委員会の仕事がある。 

○ 月２回委員会の会議があり、往復の時間を含めおよそ半日拘束される。 

 

<日常生活(その他）への影響について> 

○  裁決書案の検討、担当事案及び委員会協議事項の検討、その他土地収用法に係る調査

研究は、本務との関係及び文献資料等を考慮して休日に大学で行うため、余暇及び休日

における研究活動に時間的制約を受ける。 

○  過去に各種の公的委員に就任したが、（収用委員は）専門的見地に立って担当案件を熟

慮・検討する時間が他の委員職より圧倒的に多く、使命感からも常に優先順位を高くし

なければならない。 

○  大阪府の非常勤特別職としての立場を常に自覚している。 

○  職責上、会議に欠席することができず、収用委員会の予定を最優先しなければならな

いことへの負担感及び紛争案件の裁決という収用委員の職務に伴う負担感がある。 

○ 専門用語及び審理内容の研究に努めている。 

  

４ その他 

   特に記載すべき事項がありましたら、ご記入ください。 

○ 土地収用法における収用委員会の準司法機関としての位置づけ・重要性やそれを受け

て定められている委員の身分保障、さらには大阪府における収用裁決申請の数（特に最

近におけるいわゆる逆収用申請の増加）に鑑みると、委員報酬を委員会出席や現地調査

等の個別的役務提供に対する報酬としてとらえ日額制とするのは妥当ではなく、常勤の

職員に準ずる報酬制を維持すべきである。 

「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」という委員の職責を全うするために

は、個別事案の事実関係の入念な検討のほか、土地収用法にとどまらず民法その他関連

する法分野に関する調査研究も必要であり、そのために要する時間と労力は、必ずしも



定型化になじまない面があることを考えると、現行の報酬制の維持はなおさら必要であ

る。 

○ 大阪府収用委員会の取扱件数の多さ、指名委員制度を採用していることによる担当委

員の負担の程度を適正に斟酌し、委員に不当な犠牲を強いることのないように配慮願い

たい。 

 






